
白川町コミュニティバス条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和８年６月１２日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町条例第１５号 

 

白川町コミュニティバス条例の一部を改正する条例 

 

白川町コミュニティバス条例（平成３０年白川町条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。            

                  

                  

               

 (1) コミュニティバス 道路運送法（昭

和２６年法律第１８３号）第７９条の

規定に基づき、町が国土交通大臣の行

う登録を受けて運行する同法第７８条

第２号に規定する自家用有償旅客運送

の総称をいい、その運行形態は次号か

ら第４号までに掲げるとおりとする。 

 (2) デマンドバス コミュニティバスの

うち、あらかじめ定められた運行区域

において、利用者の予約に応じ、複数

の旅客を目的地まで乗合形態により運

送するものをいう。 

 (3) 福祉有償運送 コミュニティバスの

うち、他人の介助によらずに移動する

ことが困難であると認められ、かつ、

単独で公共交通機関を利用することが

困難な身体障害者、要介護者、要支援

者その他の事前登録者に対して、個別

の要請に応じ、原則として居宅から目

（定義） 

第２条 この条例において「コミュニティ

バス」とは、道路運送法（昭和２６年法

律第１８３号）第７９条の規定に基づ

き、町が国土交通大臣の行う登録を受け

て運行する同法第７８条第２号に規定す

る自家用有償旅客運送をいう。 

                   

                 

                 

                 

                 

                 

                  

                   

                 

                 

                 

          

                   

                 

                 

                 

                 

                 

                 



改 正 後 改 正 前 

的地までの間をドア・ツー・ドアで行

う個別輸送をいう。 

 (4) スポット便 コミュニティバスのう

ち、路線バス及びデマンドバスでは対

応が困難な地域若しくは時間帯の移動

空白、又は乗合不適合な特定の個別事

情等によるニーズを補完するため、個

別の要請に応じて旅客を目的地まで運

送する貸切形態の運送をいう。 

 （利用の制限） 

第８条 （略） 

 (1) ～(3) （略） 

 (4) 利用者自ら乗降することができない

とき。ただし、福祉有償運送の利用者

又は介助者が同伴する場合は、この限

りでない。 

 (5) （略） 

別表（第４条関係） 

【別記１ 参照】 

                 

          

                   

                 

                 

                 

                 

                 

               

 （利用の制限） 

第８条 （略） 

 (1) ～(3) （略） 

 (4) 利用者自ら乗降することができない

とき。              

                 

      

 (5) （略） 

別表（第４条関係） 

【別記１ 参照】 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 

【別記１】 

改 正 後 

料金の種別 路線等 区分 種類 金額 

普通料金 通勤・通学バス デマンドバス １乗車 ２００円 

地区内デマンドバス １日券 ４００円 

１乗車 ２００円 

地区外デマンドバス １日券 ６００円 

１乗車 ３００円 

町外デマンドバス １日券 ８００円 

１乗車 ４００円 

定期券料金 デマンドバス区分 

（全線共通） 

一 般 １箇月 ７，５００円 

３箇月 ２０，０００円 

６箇月 ３７，５００円 

通 学 １箇月 ４，８００円 

３箇月 １３，０００円 



６箇月 ２４，０００円 

高齢者 １箇月 ２，４００円 

３箇月 ６，５００円 

６箇月 １２，０００円 

運転免許返納者 １箇月 ２，４００円 

３箇月 ６，５００円 

６箇月 １２，０００円 

回数券料金 普通料金に同じ 1,000円回数券 １２枚綴 １，０００円 

福祉有償運

送 

白川町 

（１５ｋｍ未満） 

全域 １乗車 ４００円 

白川町 

（１５ｋｍ以上） 

全域 1乗車 ５００円 

東白川村、下呂市金

山町 

全域 １乗車 １，０００円 

七宗町、川辺町 

 

医療機関・福祉

施設に限る。 

１乗車 １，５００円 

八百津町、坂祝町、

富加町、美濃加茂

市、可児市、御嵩

町、下呂市（旧下呂

町） 

医療機関・福祉

施設に限る。 

１乗車 ２，０００円 

スポット便 白川町内 普通乗用車 １車 

１０分まで 

１，５００円 

１０人乗りワゴ

ン車 

１車 

１０分まで 

３，０００円 

マイクロバス １車 

１０分まで 

５，０００円 

中型バス １車 

１０分まで 

１０，０００円 

延長料金 １分ごと １００円加算 

 (1) 上記金額には、消費税法（昭和６３年法律１０８号）に定める消費税及び地方税法（昭

和２５年法律２２６号）に定める地方消費税を含む。 

 (2) デマンドバス（ゾーン内・ゾーン間）の乗車券は、道路運送法第４条の規定により許可

を受けて町内を運行する路線バスの利用も可能とする。 

(3) 福祉有償運送は、路線等が白川町以外の場合は、発着場所のいずれかが白川町内への運

送に限るものとする。 

(4) スポット便は、車両１台を占有して利用する金額とする。なお、夜間（１８時から２２

時まで）及び町外者の利用は、使用料の額の合計に１００分の１２０を乗じて得た金額（

１００円未満切り捨て）を徴収する。 



 

改 正 前 

料金の種別 路線等 区分 種類 金額 

普通料金 通勤・通学バス デマンドバス １乗車 ２００円 

地区内デマンドバス １日券 ４００円 

１乗車 ２００円 

地区外デマンドバス １日券 ６００円 

１乗車 ３００円 

町外デマンドバス １日券 ８００円 

１乗車 ４００円 

定期券料金 全線共通 一 般 １ヶ月 ７，５００円 

３ヶ月 ２０，０００円 

６ヶ月 ３７，５００円 

通 学 １ヶ月 ４，８００円 

３ヶ月 １３，０００円 

６ヶ月 ２４，０００円 

高齢者 １ヶ月 ２，４００円 

３ヶ月 ６，５００円 

６ヶ月 １２，０００円 

運転免許返納者 １ヶ月 ２，４００円 

３ヶ月 ６，５００円 

６ヶ月 １２，０００円 

回数券料金 普通料金に同じ 1,000円回数券 １２枚綴 １，０００円 

 (1) 上記金額には、消費税法（昭和６３年法律１０８号）に定める消費税及び地方税法（昭

和２５年法律２２６号）に定める地方消費税を含む。 

 (2) デマンドバス（ゾーン内・ゾーン間）の乗車券は、道路運送法第４条の規定により許可

を受けて町内を運行する路線バスの利用も可能とする。 

 

 


